
特定非営利活動法人 都市環境協会

都市環境協会は、 市民に対し て都市環境の保全・ 改善に関する
事業を行い、 公益の増進に寄与する こ と を目的と し ていま す。

春暖の候 皆様におかれま し ては益々ご清栄のこ と と お慶び
申し 上げま す。
さ て、 日の出2丁目の共同菜園の近況ですが、 早く も 農作業が
始ま っていま す。 空地と なっている 場所には雑草が芽を出し 始
めたので、 急いで防草シート 張り の作業を行いま し た。 防草
シート にも いろいろ種類があり 、 材質・ 性能・ 価格が違いま す。
ホームセンタ ーなど にある 、 ナイ ロ ン製の安価なも のは、 強風
でめく れて、 あおら れた際の騒音が大き く 、 ご近所にご迷惑を
お掛けする よ う です。 本年度はナイ ロ ン製のも のは使用し ない
こ と にし ま す。
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アス パラ ガス や原木でし いたけ
も 栽培さ れていま す。

空き 家のおはなし ①

新潟市の取り 組みについて

平成27年5月 「 空家等対策の推進に関する 特別措置法」
が全国に施行

平成28年3月 新潟市空家等対策計画を策定
平成28年4月 空家等対策の推進に関する 連携協定を締結
平成28年12月 空き 家に関する 情報提供パンフ レ ッ ト を作成
平成29年1月 空家等対策の推進に関する 連携協定を強化
平成29年2月 『 本市は、 様々な専門団体と 協力し て、 空き 家の活用や

管理不全な空き 家への対応を進めていき たいと 考えていま す。 』 と 宣言

新潟市の空き 家の現状
平成25年の住宅・ 土地統計調査によ る と 、
本市の空き 家戸数は約44,000戸、 空き 家率
は12.0パーセント と なっていま す。 こ のう ち
賃貸・ 売却用、 別荘以外の「 その他空き 家」
が増加し ていま す。 （ 右図参照）

新潟市の空き 家の推移

空き 家の現状比較
平成25年住宅・ 土地統計調査よ り

当協会も 連携協定に参加協力する こ と
を 目標と し 活動し ていま す。

危険空き 家も 属し ま す ※出典： 新潟市ＨＰ
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都市環境協会では空き 家の寄附を 受け、 解体する モデル事業や、
みなし 課税のかから ない相手への寄附の紹介も 実施し ており ま す。

お困り ではあ り ま せんか？

〒951-8077 新潟市中央区烏帽子町3109 TEL : 050-1344-0701 FAX : 025-225-1131
✉ yashinom inouta@ybb.ne.jp ホーム ページ⇒『 都市環境協会』 で検索／事務局(美濃)

空き 家寄附募集中
お知り 合いでご検討中の方が
いら っし ゃいま し たら 、 是非

ご紹介し て下さ い。

建物解体費、 固定資産税など 今後の維持費は
都市環境協会でお引き 受けいたし ま す。

空き 家を 放置し た場合の問題と 責任

空き 家は個人の財産であり 、 所有者や管理者
は、 空き 家を適切に管理する 責任があり ま す。
空き 家を適切に管理せず放置する と 、 建物の
劣化が進み、 防災面や防犯面、 衛生面の問題
が発生する おそれがあり ま す。

想定事故例と 損害額

空き 家の管理不全が原因で、 倒壊や外壁材の落下など によ り 隣家の建物損害や死亡事故など の人身損害を
発生さ せた場合、 空き 家所有者は、 その責任を定めた民法第717条によ る 損害賠償責任を負う 可能性があ
り ま す（ 民事上の事件については、 当事者同士で解決を図る こ と が原則と なり ま す） 。

空家特措法について
全国的に空き 家問題が深刻化し ている こ と を 受け、 平成27年５ 月26日、 空き 家に関する 施策を総合的

かつ計画的に推進する こ と を目的と し た「 空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 空家特措法） 」 が
完全施行さ れま し た。 こ の法律には、 「 所有者等の責務」 と し て、 所有者や管理者が空き 家の適切な
管理に努める こ と や、 管理不全が原因で周辺に著し い影響を及ぼし ている 「 特定空家等」 に対し ては、
行政が「 助言」 や「 指導」 、 「 勧告」 、 「 命令」 等の措置を実施する こ と ができ る こ と など が定めら
れていま す。 ま た、 「 勧告」 の対象と なった「 特定空家等」 の土地については、 住宅用地に係る 固定
資 産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から 除外さ れま す。 さ ら に、 命令に違反し た場合
には、 50万円以下の過料を 科さ れま す。

※出典： 新潟市Ｈ Ｐ

※出典： 公益財団法人日本住宅総合センタ ー「 空き 家発生によ る 外部不経済の実態と 損害額の試算結果」

「 特定空家等」 と は、 以下の状態にある と 認めら れる 空き 家を 言いま す。
●倒壊等著し く 保安上危険と なる おそれのある 状態
●著し く 衛生上有害と なる おそれのある 状態
●適切な管理が行われていないこ と によ り 著し く 景観を 損なっ ている 状態
●その他周辺の生活環境の保全を 図る ために放置する こ と が不適切である 状態

※出典： 新潟市Ｈ Ｐ
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